
（平成２５年１２月１１日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認中部地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 7 件



中部（愛知）国民年金 事案 3653 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51年７月から 52年３月までの国民年金保険料（付加保険料を

含む。）については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年７月から 52年３月まで 

  私は、国民年金に任意加入して定額保険料を納付し、途中からは付加保険

料も納付していた。老齢基礎年金の受給時期を迎え、申立期間の国民年金保

険料が未納とされていることを知ったが、私は任意加入していた期間の保険

料は、完全に納付したと自信を持っているので、申立期間について、保険料

を納付していたことを認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間において国民年金保険料の未納

は無く、保険料の納付意識は高かったことがうかがえる。 

また、国民年金被保険者台帳及びオンライン記録によると、申立人について

は、昭和 49 年９月頃に国民年金に任意加入し、定額保険料の納付が開始され

ており、その後、50 年７月に付加保険料の納付も開始されていることが確認

できることから、申立人は、申立期間の定額保険料及び付加保険料を納付する

ことが可能であった。 

さらに、Ａ市の国民年金被保険者名簿によると、申立期間前後の定額保険料

及び付加保険料は現年度保険料として納付されていたものとみられるところ、

申立人は、申立期間の前後を通じて住所地の変更及び夫の仕事に変更は無く、

生活状況に大きな変化はみられないことから、国民年金保険料の納付意識の高

かった申立人が、９か月と短期間である申立期間の定額保険料及び付加保険料

のみを未納としているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料（付加保険料を含む。）を納付していたものと認められる。 



中部（愛知）国民年金 事案 3654 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年４月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 大正 10年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 51年３月まで 

  私は、国民年金保険料の未納がある者は、区役所に行くと遡って納付する

ことができると聞いたので、区役所へ行って夫婦二人分の未納であった保険

料を納付する手続をした。一度に納付することもできたが、納付する金額が

多かったのと、区役所の方がみんな分割して納付していると教えてくれたの

で、私も分割して遡って夫婦二人分の保険料を納付した。申立期間について、

保険料を納付していたことを認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金手帳記号番号払出簿及びオンライン記録によると、申立人の国民年

金手帳記号番号は、昭和 53 年７月頃に夫婦連番で払い出されており、申立人

及びその夫の加入手続は、いずれもこの頃に行われ、国民年金制度が発足した

36 年４月まで遡って被保険者資格を取得する事務処理が行われていたものと

みられる。この加入手続が行われた時期は、第３回特例納付制度（53 年７月

から 55 年６月まで）の開始当初であるため、申立人及びその夫は、加入手続

後の約２年の期間を利用して、申立期間の国民年金保険料を特例納付保険料と

して分割納付することが可能であった。 

また、オンライン記録によると、申立期間前の昭和 36年４月から 47年３月

までの国民年金保険料については納付済みとされているところ、上述の加入手

続時期（53 年７月頃）を勘案すると、当該申立期間前の保険料は、申立人の

主張のとおり、特例納付保険料として納付されたものと推認できるほか、加入

手続後の保険料は未納無く納付され、申立期間以外に保険料の未納は無いこと

から、加入手続後の保険料の納付意識は高かったことがうかがえる。 

さらに、申立人と同時に加入手続が行われていた夫は、老齢年金等の受給資



格を得るためには、加入手続後に最低でも 156か月の国民年金保険料を納付す

る必要があったところ、夫については国民年金加入期間の 206か月の保険料が

全て納付されており、受給資格を得ることを目的とするのみならず、年金受給

金額の増額に努めていたことがうかがえる。このため、一緒に保険料を納付し

たとする申立人についても、夫と同様に国民年金加入期間の全ての保険料を納

付するために、申立期間の保険料を特例納付したと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



中部（愛知）厚生年金 事案 8170 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該

期間の標準賞与額に係る記録を平成 16年７月 15日は 24万円に訂正すること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

住 所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年７月 

 Ａ事業所（現在は、Ｂ法人）に勤務していた時に支給された申立期間に係

る賞与について、年金記録が無いので、訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ法人から提出された申立人に係る平成 16 年分給与所得に対する所得税源

泉徴収簿及び複数の同僚から提出された申立期間に係る給料明細書（賞与月

分）により、申立人は、当該期間において、その主張する標準賞与額（24 万

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間に係る賞与の支給日については、Ｂ法人の回答から、平成

16年７月 15日とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ｂ法人の事業主が、「Ａ事業所の当時の事業主であった父親は、申立期

間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出していなかったと思う。」

と述べていることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の標準賞与

額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



中部（愛知）厚生年金 事案 8171 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（本社）における資格取得日に係

る記録を昭和40年３月21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万8,000円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年３月 21日から同年４月１日まで 

  私は、Ａ社に昭和 34年２月に入社し、56年７月に退職するまで継続して

勤務していたが、同社Ｂ支店から同社本社に転勤した際の厚生年金保険被保

険者記録が１か月間空白となっているので、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社から提出された社員台帳により、申立人は同社に継

続して勤務し（昭和 40年３月 21日に同社Ｂ支店から同社本社に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（本社）における

健康保険厚生年金保険被保険者原票の昭和 40 年４月の記録から、２万 8,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



中部（愛知）厚生年金 事案 8172 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は昭和24年３月28日、資格喪失日は25年１

月１日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資

格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、4,500円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年３月 28日から 25年１月１日まで 

私は、昭和24年３月にＡ社に入社し、同年12月末日に、大学受験のために

退職した。しかし、年金記録を確認したところ、日本年金機構から「昭和24

年３月に厚生年金保険の資格を取得している記録はあるが、資格喪失日が不

明」との回答をもらった。 

私が、昭和24年12月末日まで勤務したことは間違いないので、記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳によると、Ａ社において昭和24年３

月28日に被保険者資格の取得及び同年５月１日に法改正による標準報酬月額

の改定の記録が確認できるものの、資格喪失日が記載されていない。 

しかし、Ａ社の複数の同僚は、「Ａ社では、毎年12月の仕事納めの日にＢ商

工会議所のＣ氏が挨拶を行うことが恒例であった。」と証言しているところ、

申立人も「昭和24年12月の仕事納めの時にＣ氏が挨拶したことを記憶してい

る。」と述べていることから、申立人は、昭和24年12月末日までＡ社に勤務し

ていたことが認められる。 

また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿は書き換えられているが、

書換え前（昭和23年８月の月額変更の記録まで）と書換え後（25年２月の被保

険者資格喪失からの記録）の被保険者名簿の間には、記録の欠落している期間

が確認できる上、書換え後の被保険者名簿の健康保険番号には多くの欠番が確



認できるところ、申立人の被保険者資格取得日から申立人の健康保険番号と推

認できる番号も欠番となっており、当該被保険者名簿に申立人の氏名を確認す

ることはできない。 

さらに、当該被保険者名簿には、同一の健康保険番号が二人の被保険者に付

番されている状況も確認でき、社会保険事務所（当時）の記録の管理が適切に

行われていたとは考え難い。 

加えて、申立人は、「大学を受験するため、昭和24年12月末日にＡ社を退職

した。」としているところ、Ｄ大学の在学期間証明書により、申立人が昭和25

年４月に同大学に入学していることが確認でき、申立人の主張に不自然な点は

無い。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者

資格の取得日は昭和24年３月28日、喪失日は25年１月１日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、前述の健康保険厚生年金保険被

保険者台帳の記録から、4,500円とすることが妥当である。 

 



中部（岐阜）厚生年金 事案 8173 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和51年11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を24

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年 10月 31日から同年 11月１日まで 

  申立期間について、厚生年金保険の被保険者記録が無い期間とされている

が、当該期間に継続して勤務していたのは間違いないので、年金記録を訂正

してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人は同社の子会社であ

るＡ社及びＢ社に継続して勤務し（Ａ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、申立人の雇用保険の記録におけるＢ社の資格取得

日が昭和 51年 11月１日と記載されていること、及び同社が、「当時の資料は

残っていないが、申立人は昭和 51年 11月１日からＢ社に在籍していたと考え

られる。」と回答していることから、同日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における厚生年金

保険被保険者原票の昭和 51年９月の記録から、24万円とすることが妥当であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明と回答しているが、事業主が資格喪失日を昭和

51年 11月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを

同年 10月 31日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主が同日を厚生



年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る同年 10 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



中部（岐阜）厚生年金 事案 8174 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る

記録を昭和 24年８月 31日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和２年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年８月 31日から 25年２月１日まで 

 私は、昭和24年８月31日にグループ会社のＣ社から、Ａ社Ｂ工場に戻り、

引き続き勤務した。その間に空白期間があるのは納得がいかない。記録を回

復してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の回答及び同社から提出された人事関係資料、雇用保険の記録並びに複

数の同僚の証言から判断すると、申立人は同社のグループ会社であるＣ社及び

Ａ社に継続して勤務し（Ｃ社からＡ社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、申立人及びＣ社において厚生年金保険の被保険者

記録が確認できる同僚の一人によれば、同社は昭和 24年８月 31日に事業を停

止したとしていること、及び同日に厚生年金保険の適用事業所でなくなってい

ることから、同日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社Ｂ工場におけ

る厚生年金保険被保険者台帳の昭和 25 年２月の記録から、6,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料、周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

 

 



中部（愛知）国民年金 事案 3655 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39年 10月から 43年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月から 43年４月まで 

 昭和 39年 10月頃、国民健康保険に加入した人は、国民年金にも加入する

ことになっているとＡ市Ｂ区役所職員の集金人に言われて国民年金の加入

手続をした。その後、自宅に来た中年の女性の集金人に、毎月 100円の国民

年金保険料を納付しており、その際に国民年金手帳に領収印を押してもらっ

ていたことを覚えている。また、42 年からは 200 円の保険料を納付してい

たので、申立期間の保険料を納付していたことを認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 39年 10月頃に国民年金加入手続を行い、その後、集金人に

国民年金保険料を納付したとしているものの、国民年金手帳記号番号払出簿、

国民年金手帳記号番号払出簿検索システム及びオンライン記録によると、申立

人の国民年金手帳記号番号はＡ市Ｂ区において43年５月21日に夫婦連番で払

い出されており、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形

跡は見当たらないことから、この頃に初めて加入手続が行われ、この加入手続

の際に、夫婦共に国民年金の資格取得日を夫が厚生年金保険被保険者の資格を

喪失したとされる同年５月１日（夫の国民年金の資格取得日は、後に、年金記

録整理のため同年６月 22 日に訂正）とする事務処理が行われたものとみられ

る。このことから、申立人は、申立期間において国民年金に未加入であり、申

立期間の保険料を納付することができなかったものとみられる。 

また、申立人は、国民年金への加入手続を行ったきっかけとして、集金人か

ら、国民健康保険加入者は国民年金に加入する必要があると説明を受けたこと

を挙げている。しかしながら、夫の健康保険厚生年金保険被保険者原票による

と、申立期間のうち、昭和 41年５月から同年９月までの期間及び 42年４月を



除く期間は、申立人は夫の被扶養者として政府管掌健康保険（当時）に加入し

ていたことが確認でき、申立人が国民年金に加入したとする 39年 10月当時は

国民健康保険の加入対象者ではなかったことから、申立人の国民年金加入時期

についての記憶が明確でないことがうかがえる。 

さらに、前述のとおり、申立期間のうち、昭和 41 年５月から同年９月まで

の期間及び 42 年４月を除く期間については、夫が厚生年金保険被保険者とさ

れていた期間であることが確認できることから、申立人は当該期間において国

民年金任意加入対象者に該当し、任意加入の対象期間については、制度上、遡

って被保険者資格を取得することはできず、国民年金保険料を納付することも

できない。 

加えて、申立期間のうち、昭和 41 年５月から同年９月までの期間及び 42

年４月については、夫は政府管掌健康保険及び厚生年金保険の被保険者でない

ことから、申立人及びその夫は国民健康保険及び国民年金の加入対象者となる

が、仮に当該期間において申立人が国民年金被保険者であったとすると、申立

人は、41 年５月に国民年金の強制加入手続、同年 10 月に任意加入手続、42

年４月に強制加入手続及び同年５月に任意加入手続を行う必要があったが、申

立人はこれらの手続をした記憶は無いとしている上、当該期間は夫も国民年金

に未加入であることから、当該期間についても、申立人が国民年金被保険者で

あったとまでは推認することはできない。 

このほか、国民年金被保険者台帳、オンライン記録及びＡ市の国民年金保険

料検認状況一覧票によると、申立人の国民年金の資格取得日が昭和 43 年５月

１日と共に一致している上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（確定申告書、家計簿等）は無く、申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



中部（富山）国民年金 事案 3656（富山国民年金事案 120の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 14年 10月から 15年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年 10月から 15年９月まで 

 平成 16年４月、Ａ市役所で年金記録を調べてもらったところ、14年４月

から７年分の国民年金保険料を納付すれば、年金を受け取ることができると

の説明を受けたので、３年分の納付書の発行をお願いした。その際、担当者

から、納付順序を誤ると保険料を納付できなくなる可能性があるので、必ず

納期限順に納付するように言われた。 

その後受け取った納付書により、平成 16年５月頃から 17年３月まではＢ

銀行Ｃ支店で、また、同年４月以降はＤ銀行Ｅ支店で、それぞれ納期限順に

国民年金保険料を納付していたにもかかわらず、14 年 10 月から 15 年９月

までの保険料が未納とされていることから申立てをしたところ、21年 10月

７日付けで年金記録の訂正のあっせんは行わないとする通知を受け取った。 

今回、新たな資料は無いが、社会保険事務所（当時）の職員が申立期間の

国民年金保険料を納付した記録を削除したと思うので、再度調査・審議して

ほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）年金記録確認富山地方第三者委員会

（当時）が、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したとする金融機関か

ら社会保険庁（当時）に送付された申立期間に係る国民年金保険料領収済通知

書（以下「領収済通知書」という。）のうち、Ｂ銀行領収分については、平成

16年 10月、同年 11 月、17年２月分を、Ｄ銀行領収分については、同年９月

分を全件調査したところ、申立人に係る領収済通知書は無く、申立人が納付し

たとする二つの金融機関が、いずれも領収済通知書を社会保険庁へ送付しない

ことも考え難いこと、ⅱ）申立人は、納期限順に国民年金保険料を納付したと



しているが、オンライン記録では、同年５月から 18年３月までの保険料を 17

年５月 24 日に納付する一方、当該期間より納期限が早い申立期間直後の 15

年 10月から 16年１月までの保険料を 17年 11月 14日に納付していることが

確認できるなど、申立人が、申立期間について、納期限順に保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらないことなどから、既に年金記録

確認富山地方第三者委員会の決定に基づく21年10月７日付け年金記録の訂正

のあっせんは行わないとする通知が行われている。 

今回の申立てに際して、申立人は、新たな資料は無いが、社会保険事務所の

職員が申立期間の国民年金保険料を納付した記録を削除したと主張している。

しかしながら、日本年金機構Ｆ事務センターによると、納付記録の削除等を行

った場合は、納付記録変更履歴に必ず記録が残るとしているところ、オンライ

ン記録において申立期間の保険料に係る削除等があった形跡は確認できない。 

これらのことから、申立人の主張は、年金記録確認富山地方第三者委員会の

当初の決定を変更すべき新たな事情と認めるには足りず、そのほかに同委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立期間の保

険料が納付されていたものと認めることはできない。 



中部（静岡）国民年金 事案 3657 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40年４月から 48年３月までの期間及び 49年４月から 50年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月から 48年３月まで 

          ② 昭和 49年４月から 50年３月まで 

 私たち夫婦は、Ａ市役所の人から国民年金の加入は国民の義務と言われた

ので、昭和 41年又は 42年頃に、私が同市役所で私たち夫婦の国民年金の加

入手続を行い、同時にそれまでの未納分の国民年金保険料６万円から７万円

ぐらいをまとめて納付した。それ以降の保険料は妻が毎月、金融機関で納付

していた。申立期間について、保険料を納付していたことを認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金手帳記号番号払出簿検索システム、国民年金被保険者台帳（マイク

ロフィルム）、オンライン記録及び申立人夫婦の国民年金手帳記号番号前後の

任意加入被保険者の取得状況によると、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は、

昭和 50 年５月頃にＡ市において夫婦連番で払い出されており、この頃に申立

人夫婦の国民年金加入手続が行われ、この加入手続の際に、資格取得日を遡っ

て 36年４月１日（妻については、平成 21年５月 20日付けで昭和 35年 10月

１日に訂正）とする事務処理が行われたものとみられる。 

なお、妻については、オンライン記録及びＢ村の国民年金被保険者名簿によ

ると、昭和 35年 11月頃に同村において婚姻前の旧姓で別の国民年金手帳記号

番号が払い出されており、同年 10月１日を資格取得日とし、37年７月１日を

資格喪失日として被保険者資格が記録されている。この国民年金手帳記号番号

に基づく 36 年４月から 37 年６月までの国民年金保険料納付記録は、平成 21

年５月21日付けで昭和50年５月頃に払い出された国民年金手帳記号番号の納

付記録に統合されている。 

また、申立人夫婦は、申立人が昭和 41年又は 42年頃に夫婦二人の国民年金

の加入手続を行い、国民年金保険料を納付したとしているところ、前述の申立

人夫婦の国民年金加入手続を行った時期（50 年５月頃）を基準とすると、申



立人夫婦は、申立期間当時において国民年金に未加入であり、夫婦共に 41 年

又は 42 年頃にそれまでの未納分の保険料を過年度保険料として納付すること

はできず、その後の申立期間に係る保険料についても、毎月、現年度保険料と

して納付することはできなかったものとみられる。 

さらに、申立人夫婦は、申立人が国民年金加入手続を行った際に、夫婦二人

の未納分の国民年金保険料６万円から７万円ぐらいを納付したとしていると

ころ、前述の申立人夫婦の国民年金加入手続を行った時期（昭和 50年５月頃）

は、第２回特例納付実施期間（49 年１月から 50 年 12 月まで）であり、申立

期間①の保険料は特例納付保険料として、申立期間②の保険料は過年度保険料

として納付することが可能であった。しかしながら、申立期間①を含む特例納

付保険料として納付することが可能であった期間（36年４月から 48年３月ま

で）及び申立期間②を含む過年度保険料として納付することが可能であった期

間（同年４月から 50年３月まで）の夫婦二人分の保険料合計額は 29万 7,300

円であり、申立人夫婦の主張と大きく相違している。 

加えて、国民年金被保険者台帳によると、第２回特例納付により、申立人は

昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料（48 か月分、４万 3,200

円）、妻は 36年４月から 37年３月までの保険料（12か月分、１万 800円、Ｂ

村で払い出された国民年金手帳記号番号による納付記録が平成 21 年５月に確

認されたため、昭和 37年７月から 38年６月までの期間に訂正）を納付し、過

年度保険料として、夫婦共に 48 年４月から 49 年３月までの保険料（12 か月

分、二人分で１万 5,300円）を納付していることが確認できる。これは、前述

の国民年金加入手続時期（50 年５月頃）において、申立人は 39 歳、妻は 37

歳であり、60 歳到達の前月まで未納無く保険料を納付した場合の保険料納付

月数は、申立人は 246か月、妻は 277か月となり、老齢年金等の受給資格期間

（保険料納付月数等が合計で 300か月必要）を満たすことができなかったこと

から、受給権確保することを考慮に入れて、当該期間の保険料を特例納付保険

料及び過年度保険料として納付したことがうかがえる上、納付が確認されてい

る前述の夫婦二人分の特例納付保険料及び過年度保険料の合計額は６万

9,300円であり、申立人夫婦が主張する金額とほぼ合致している。 

その上、国民年金被保険者台帳において、申立人夫婦の申立期間の国民年金

保険料が納付された形跡は確認できず、オンライン記録との食い違いは無く、

これら記録に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人夫婦に対して前述の国民年金手帳記号番号以外には国民年

金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、申立人夫婦が申立期間

の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（確定申告書、家計簿等）

は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



中部（静岡）国民年金 事案 3658 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年７月から 48年３月までの期間及び 49年４月から 50年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年７月から 48年３月まで 

           ② 昭和 49年４月から 50年３月まで 

  私たち夫婦は、Ａ市役所の人から国民年金の加入は国民の義務と言われた

ので、昭和 41年又は 42年頃に、夫が同市役所で私たち夫婦の国民年金の加

入手続を行い、同時にそれまでの未納分の国民年金保険料６万円から７万円

ぐらいをまとめて納付した。それ以降の保険料は私が毎月、金融機関で納付

していた。申立期間について、保険料を納付していたことを認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金手帳記号番号払出簿検索システム、国民年金被保険者台帳（マイク

ロフィルム）、オンライン記録及び申立人夫婦の国民年金手帳記号番号前後の

任意加入被保険者の取得状況によると、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は、

昭和 50 年５月頃にＡ市において夫婦連番で払い出されており、この頃に申立

人夫婦の国民年金加入手続が行われ、この加入手続の際に、資格取得日を遡っ

て 36 年４月１日（申立人については、平成 21 年５月 20 日付けで昭和 35 年

10月１日に訂正）とする事務処理が行われたものとみられる。 

なお、申立人については、オンライン記録及びＢ村の国民年金被保険者名簿

によると、昭和 35年 11月頃に同村において婚姻前の旧姓で別の国民年金手帳

記号番号が払い出されており、同年 10月１日を資格取得日とし、37年７月１

日を資格喪失日として被保険者資格が記録されている。この国民年金手帳記号

番号に基づく 36年４月から 37年６月までの国民年金保険料納付記録は、平成

21 年５月 21 日付けで昭和 50 年５月頃に払い出された国民年金手帳記号番号

の納付記録に統合されている。 

また、申立人夫婦は、夫が昭和 41年又は 42年頃に夫婦二人の国民年金の加

入手続を行い、国民年金保険料を納付したとしているところ、前述の申立人夫

婦の国民年金加入手続を行った時期（50 年５月頃）を基準とすると、申立人



夫婦は、申立期間当時において国民年金に未加入であり、夫婦共に 41 年又は

42 年頃にそれまでの未納分の保険料を過年度保険料として納付することはで

きず、その後の申立期間に係る保険料についても、毎月、現年度保険料として

納付することはできなかったものとみられる。 

さらに、申立人夫婦は、夫が国民年金加入手続を行った際に、夫婦二人の未

納分の国民年金保険料６万円から７万円ぐらいを納付したとしているところ、

前述の申立人夫婦の国民年金加入手続を行った時期（昭和 50 年５月頃）は、

第２回特例納付実施期間（49 年１月から 50 年 12 月まで）であり、申立期間

①の保険料は特例納付保険料として、申立期間②の保険料は過年度保険料とし

て納付することが可能であった。しかしながら、申立期間①を含む特例納付保

険料として納付することが可能であった期間（36年４月から 48年３月まで）

及び申立期間②を含む過年度保険料として納付することが可能であった期間

（同年４月から 50 年３月まで）の夫婦二人分の保険料合計額は 29 万 7,300

円であり、申立人夫婦の主張と大きく相違している。 

加えて、国民年金被保険者台帳によると、第２回特例納付により、夫は昭和

36年４月から 40年３月までの国民年金保険料（48か月分、４万 3,200円）、

申立人は 36 年４月から 37 年３月までの保険料（12 か月分、１万 800 円、Ｂ

村で払い出された国民年金手帳記号番号による納付記録が平成 21 年５月に確

認されたため、昭和 37年７月から 38年６月までの期間に訂正）を納付し、過

年度保険料として、夫婦共に 48 年４月から 49 年３月までの保険料（12 か月

分、二人分で１万 5,300円）を納付していることが確認できる。これは、前述

の国民年金加入手続時期（50 年５月頃）において、夫は 39 歳、申立人は 37

歳であり、60 歳到達の前月まで未納無く保険料を納付した場合の保険料納付

月数は、夫は 246か月、申立人は 277か月となり、老齢年金等の受給資格期間

（保険料納付月数等が合計で 300か月必要）を満たすことができなかったこと

から、受給権確保することを考慮に入れて、当該期間の保険料を特例納付保険

料及び過年度保険料として納付したことがうかがえる上、納付が確認されてい

る前述の夫婦二人分の特例納付保険料及び過年度保険料の合計額は６万

9,300円であり、申立人夫婦が主張する金額とほぼ合致している。 

その上、国民年金被保険者台帳において、申立人夫婦の申立期間の国民年金

保険料が納付された形跡は確認できず、オンライン記録との食い違いは無く、

これら記録に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人夫婦に対して前述の国民年金手帳記号番号以外には国民年

金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、申立人夫婦が申立期間

の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（確定申告書、家計簿等）

は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



中部（愛知）厚生年金 事案 8175 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和６年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年９月１日から 34年８月１日まで 

 申立期間について、厚生年金保険料を納めていたにもかかわらず、記録が

無いのはおかしいので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は、同社の取締役

であったことが確認できることから、申立期間において同社に勤務していたこ

とがうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は昭和 60 年８月＊日に解散し、同社の申立期間当時の

事業主である申立人の父は既に他界しており、申立人は、「当時は社会保険を

担当しておらず、事業主である父が行っていたと思う。当時の資料も残ってい

ない。」と述べている上、申立期間に同社において被保険者記録が確認できる

同僚は、連絡先が不明であることから、申立期間当時の厚生年金保険の取扱い

について確認できない。 

また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人及びその

父母の３人が同時に、昭和 33年９月１日に被保険者資格を喪失し、34年８月

１日に再度取得しており、申立人の父母についても、申立期間の被保険者記録

が無いことが確認できる上、当該資格喪失及び再取得の記録はオンライン記録

と一致している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



中部（富山）厚生年金 事案 8176 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年５月 12日から同年７月 11日まで 

  私は、昭和 30年５月 11日にＡ社の面接を受け、翌日から同社Ｂ支店で本

格的に働き始めたので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人の在籍証明書により、申立人が昭和30年５月16

日から臨時社員として、同社Ｂ支店に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社から提出された社報には、健康保険及び厚生年金保険の取扱い

について、「臨時社員として雇用した者は、雇用開始から２か月間は無資格期

間とするが、雇用後２か月を経た者については、組合管掌健康保険及び厚生年

金保険の被保険者として資格取得手続を行う。」旨記載されているところ、申

立人は、上述のとおり臨時社員として雇用されていたことが確認できる。 

また、申立人と同月の昭和30年７月にＡ社Ｂ支店において厚生年金保険被保

険者資格を取得している複数の同僚について、同社が「人事記録によると、昭

和30年５月から臨時社員としてＢ支店に勤務していた。」と回答していること

から判断すると、同社では臨時社員について、入社日から厚生年金保険被保険

者資格を取得させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



中部（岐阜）厚生年金 事案 8177 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住 所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年５月 31日から 39年５月まで 

Ａ事業所における厚生年金保険被保険者記録は、昭和25年５月31日資格喪

失となっており、申立期間について、被保険者記録が無い。 

しかし、Ａ事業所において、昭和25年５月には退職しておらず、39年５月

まで継続して勤務していたので、申立期間について、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ事業所において、昭和39年５月まで継続して勤務しており、同

事業所における厚生年金保険の被保険者資格の喪失日が違うとして申し立て

ている。 

しかしながら、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及びＡ事業所

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）

に記載されている申立人の同事業所における資格喪失日は、いずれも昭和25

年５月31日であり、訂正された形跡は無い上、健康保険厚生年金保険適用事業

所名簿によれば、同事業所は、申立人の資格喪失日と同日に厚生年金保険の適

用事業所ではなくなっていることが確認でき、その後、申立期間に同事業所が

厚生年金保険の適用事業所となった記録は確認できない。 

また、Ａ事業所に係る被保険者名簿において、申立人と同日の昭和25年５月

31日に資格喪失している同僚９人について、被保険者記録を確認したところ、

４人については、申立期間に厚生年金保険の被保険者記録を確認することがで

きず、残る５人については、27年４月以降に同事業所とは別の事業所において

厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認でき、いずれの者にも

同事業所に係る被保険者記録は見当たらない。 



さらに、申立人の証言するＡ事業所の事業主は既に他界している上、前述の

昭和25年５月31日に資格喪失している同僚９人についても、他界又は連絡先が

不明であることから証言を得ることができず、申立人の申立期間当時の同事業

所における勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することはでき

ない。 

加えて、申立期間のうち、昭和36年４月から39年５月までについて、申立人

は、国民年金に加入し、保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



中部（静岡）厚生年金 事案 8178 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年１月 21日から同年３月１日まで 

 Ａ社（現在は、Ｂ社）に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日

が昭和 49 年３月１日となっているが、前職を辞めてから１週間もたたない

うちに同社に入社し、給与から厚生年金保険料を控除されていたと記憶して

いるので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社は、「申立期間当時の賃金台帳や人事記録等の書類は無く、申立人の勤

務実態等の詳細は不明。」と回答している上、申立期間当時のＡ社の事業主及

び社会保険事務担当者はいずれも既に他界していることから、申立期間におけ

る申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できない。 

また、複数の同僚に聴取したが、申立人の申立期間に係るＡ社における勤務

について証言が得られない。 

さらに、雇用保険の記録によると、申立人は、Ａ社において、昭和49年３月

１日に資格を取得していることが確認できるところ、この記録は同社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者原票の資格取得日と一致している。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



中部（三重）厚生年金 事案 8179 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年１月１日から同年 11月１日まで 

 Ａ社で昭和 36年１月から同年 10月まで働いた。高校を卒業してから遊ん

でいる期間は無く、全期間働いていた。途中で記録が無いのは納得がいかな

い。記録を回復してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社での勤務内容を詳細に記憶しており、その内容が複数の同僚

の証言内容と符合していることから、勤務期間は特定できないものの、申立人

が同社に勤務していたことがうかがわれる。 

しかし、Ａ社は、昭和54年８月21日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っている上、当時の事業主及び担当取締役は既に死亡しており、申立人に係る

勤務実態や厚生年金保険の適用については確認できない。 

また、申立期間に記録のある複数の同僚に確認したが、申立人を記憶してい

る者はいない上、申立人も申立期間当時の同僚の名前を記憶していないため、

申立人の勤務実態に関する証言を得ることができなかった。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に

申立人の氏名は見当たらず、健康保険整理番号の欠番も無い。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



中部（三重）厚生年金 事案 8180 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年 10月５日から 34年 11月 26日まで 

 知人からの勧めで、Ａ社Ｂ工場に入社し、臨時工として、働いていた。働

いていたことは間違いないので、申立期間について、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場において、申立期間に厚生年金保険被保険者記録がある複数の同

僚の証言により、勤務期間は特定できないものの、申立人が同社Ｂ工場に勤務

していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社Ｂ工場の当時の社会保険事務担当者は、「臨時工から正社員に

採用された時に厚生年金保険被保険者資格を取得させていた。」と証言してい

るところ、同社Ｂ工場において、申立期間に厚生年金保険の記録がある複数の

同僚は、「臨時工で入社したが、臨時工として勤務していた期間は厚生年金保

険被保険者記録が無く、正社員に採用されてから、同資格を取得している。」

と証言していることから、申立期間当時、同社Ｂ工場では入社と同時に厚生年

金保険の被保険者資格を取得させる取扱いを励行していなかったことがうか

がえる。 

また、Ａ社は、「Ｂ工場は既に閉鎖しており、従業員に係る人事記録及び給

与台帳等は残存せず、申立人の勤務実態及び保険料控除は不明である。」と回

答している。 

さらに、Ａ社Ｂ工場に係る厚生年金保険被保険者名簿を確認したものの、申

立期間において、申立人の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



中部（富山）厚生年金 事案 8181 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年５月２日から同年８月 25日まで 

           ② 昭和 34年８月 19日から 41年２月 20日まで 

  脱退手当金の制度については知っていたが、将来、年金として受給するた

めに脱退手当金は受給しなかった。また、Ａ社Ｂ工場を退職後、すぐに引っ

越ししたため、Ｃ社会保険事務所（当時）には行っていない。申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②の厚生年金保険被保険者記号番号は、Ａ社Ｂ工場を退職した約１

か月半後の昭和41年４月４日に重複整理の手続がとられたことが厚生年金保

険被保険者原票に記録されており、申立期間の脱退手当金が同年６月13日に支

給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に併せて当該重複整理

が行われたと考えるのが自然である。 

また、申立人のＡ社Ｂ工場に係る厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当

金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手

当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険

者資格喪失日から約４か月後に支給決定されているなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 




